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　本小史は、原則として、平成20（2008）年6月から平成30（2018）年6月までの動向をとりまと
めたものである。
　本小史は、第Ⅰ部から第Ⅲ部により構成される。
　第Ⅰ部は「平成20（2008）年以降の生命保険事業のあらまし」と題して、日本経済、社会構造
の変化と政府の取組み、生命保険業界の主な動きを概観した。
　第Ⅱ部は当協会の取組みに関して14章で構成した。第1章から第7章は東日本大震災を含めた災
害への対応、安心して健康に暮らすことができる社会の実現のために当協会が行ってきた施策
等、当協会の取組みを掲載した。第8章および第9章では生命保険市場をめぐる動向、第10章から
第13章には生命保険事業をめぐる制度の状況と、それらに関連する当協会の取組みを記載。第14
章には当協会の組織動向を詳述した。
　第Ⅲ部は、資料編として各種統計資料、社員会社移動表、年表等を収録した。
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